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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　充填物に接する内表面層、バリア層、及び最外層を含む熱収縮性多層フィルムであって
、
　上記内表面層と上記バリア層との間に中間層を含み、
　上記中間層の厚みは、上記内表面層の厚みの１．４倍以下であり、
　上記内表面層を構成する樹脂は無架橋のエチレン－酢酸ビニル共重合体のみであり、
　上記バリア層は塩化ビニリデン系樹脂を含み、
　上記最外層を構成する樹脂は超低密度ポリエチレンのみであり、
　上記エチレン－酢酸ビニル共重合体における酢酸ビニル単量体単位の含有量が７重量％
以上１４重量％以下であり、
　８０℃の熱水に浸漬して収縮させた後の上記熱収縮性多層フィルムのＨａｚｅが、３５
％以下であることを特徴とする熱収縮性多層フィルム。
【請求項２】
　上記バリア層の厚みは、１μｍ以上２０μｍ以下であることを特徴とする請求項１に記
載の熱収縮性多層フィルム。
【請求項３】
　８０℃の熱水中に１０秒浸漬した際の面積収縮率が、６０％以上９０％以下であること
を特徴とする請求項１又は２に記載の熱収縮性多層フィルム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は食品包装に用いられる熱収縮性多層フィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、熱収縮性多層袋及びパウチ等の包装材料は、食品包装に用いられている。それら
の包装材料に利用される熱収縮性多層フィルムが、樹脂積層体を管状ダイからフィルム状
に押し出し、インフレーション法により二軸延伸することで得られた管状の熱収縮性多層
フィルムである場合には、当該管状の熱収縮性多層フィルムを折りたたみ、（１）当該管
状の熱収縮性多層フィルムに対し、フィルム状に押し出した押出方向に垂直な方向にヒー
トシール又はインパルスシール等によって一次シールして袋の底シール部を形成し、底シ
ール部の位置と、当該押出方向において異なる位置で、当該押出方向に垂直な方向に当該
フィルムをカットして、袋の開口部を形成することで、典型的な底シールバッグ等の包装
材料にしたり、（２）当該管状の熱収縮性多層フィルムに対し、当該押出方向に垂直な方
向にヒートシール又はインパルスシール等によって一次シールして袋のサイドシール部（
バッグ側面）を形成し、当該押出方向に平行な方向に当該フィルムをカットして、袋の開
口部を形成することで、サイドシールバッグ等の包装材料にしたりする。また、熱収縮性
多層フィルムがＴダイから押出しされ、テンター法により延伸されたフラットフィルムで
ある場合には、フラットフィルムのシール面を内側にして折りたたむか、二枚のフラット
フィルムのシール面同士を向き合わせて重ね、パウチの形状に添って一次シール及びカッ
トすることで典型的なパウチ等の包装材料にする。
【０００３】
　また、熱収縮性の包装材料は、包装材料中に、内容物を充填し、真空包装を行い、真空
包装された製品を熱水シャワーに通すか、熱水中に浸漬することにより、包装材料を熱収
縮させ、食品包装体を得るのに用いられている。
【０００４】
　熱収縮性多層フィルムとしては、例えば、特許文献１に、熱収縮性多層フィルムに充填
物に接する内表面層、それに隣接する中間層、及び外表面層の少なくとも３層からなり、
内表面層が無機系滑剤及び有機系滑剤を有し、中間層が有機系滑剤を有し、内表面層が、
シングルサイト触媒系ポリエチレン及びＬＬＤＰＥ等から選択される包装用積層体が記載
されている。
【０００５】
　特許文献２には、内容物を充填するときの外表面層が耐熱性熱可塑性樹脂、中間層がポ
リアミド系樹脂、内表面層がエチレン系共重合体からなり、且つ、８０℃熱水処理後の内
表面層同士の接着力が０．１～３．５Ｎ／１５ｍｍであることを特徴とする熱収縮性多層
フィルムが記載されている。
【０００６】
　特許文献３には、スキンパック蓋材用共押出多層フィルムとして、最内層にエチレン－
酢酸ビニル共重合体等を備えるフィルムが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開ＷＯ００／４７４０６号（２０００年８月１７日公開）
【特許文献２】国際公開ＷＯ２０１４／１７８３７９号（２０１４年１１月６日公開）
【特許文献３】特開２０１５－１７４６７８号（２０１５年１０月５日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、熱水に浸漬したとき等の高温下で、一次シールした部分である一次シール部
が剥がれることのない熱収縮性多層フィルムの開発が望まれている。つまり、高温下にお
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ける一次シール部のシール強度が高い熱収縮性多層フィルムが求められている。
【０００９】
　また、高温下で高い面積収縮率を有している熱収縮性多層フィルムが求められている。
【００１０】
　しかしながら、特許文献１～３には、熱収縮性多層フィルムに、高温下で一次シール部
が剥がれないように、高いシール強度を持たせることについて記載されていない。
【００１１】
　また、本願発明者が検討を行った結果、特許文献２に記載されている熱収縮性多層フィ
ルムは、高温下での面積収縮率が十分ではないことがわかった。また、特許文献３には、
高温下で高い面積収縮率を有していることについて記載されていない。
【００１２】
　本発明は、上記課題に鑑みられたものであり、その目的は、高温下における一次シール
部のシール強度及び面積収縮率が高い熱収縮性多層フィルムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の課題を解決するために、本発明者が鋭意検討した結果、エチレン－酢酸ビニル共
重合体における酢酸ビニル単量体単位の含有量が特定の割合であり、且つ、バリア層が特
定の物質を含むことによって、高温の熱水に浸漬したとき等の高温環境下でも一次シール
部が剥がれないだけのシール強度を有し、且つ、高温下で高い面積収縮率を有することを
見出し、本発明に達した。
【００１４】
　本発明に係る熱収縮性多層フィルムは、充填物に接する内表面層、及びバリア層を含む
熱収縮性多層フィルムであって、上記内表面層はエチレン－酢酸ビニル共重合体を含み、
上記バリア層は塩化ビニリデン系樹脂を含み、上記エチレン－酢酸ビニル共重合体におけ
る酢酸ビニル単量体単位の含有量が７重量％以上１４重量％以下であることを特徴とする
。
【００１５】
　また、本発明に係る熱収縮性多層フィルムにおいて、上記バリア層の厚みは、１μｍ以
上２０μｍ以下であることが好ましい。
【００１６】
　また、本発明に係る熱収縮性多層フィルムにおいて、上記内表面層と上記バリア層との
間に中間層を含み、上記中間層の厚みは、上記内表面層の厚みの１．４倍以下であること
が好ましい。
【００１７】
　また、本発明に係る熱収縮性多層フィルムにおいて、８０℃の熱水中に１０秒浸漬した
際の面積収縮率が、６０％以上９０％以下であることが好ましい。
【００１８】
　また、本発明に係る熱収縮性多層フィルムにおいて、８０℃の熱水に浸漬して収縮させ
た後の上記熱収縮性多層フィルムのＨａｚｅが、３５％以下であることが好ましい。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明に係る熱収縮性多層フィルムは、高温下における一次シール部のシール強度及び
面積収縮率が高いという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態に係る熱収縮性多層フィルムで生肉を包装した包装体を熱収
縮したものを模式的に示す図である。
【図２】バリア層としてエチレン－ビニルアルコール共重合体を用いたフィルムで加工肉
を包装した包装体を熱収縮したものを模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２１】
　以下、本発明の一実施形態について、詳細に説明する。
【００２２】
　＜熱収縮性多層フィルム＞
　本実施形態に係る熱収縮性多層フィルムは、充填物に接する内表面層及びバリア層を含
む熱収縮性多層フィルムであって、内表面層はエチレン－酢酸ビニル共重合体を含み、バ
リア層は塩化ビニリデン系樹脂を含み、エチレン－酢酸ビニル共重合体における酢酸ビニ
ル単量体単位の含有量が７重量％以上１４重量％以下である。これにより、高温下におけ
る一次シール部のシール強度及び面積収縮率が高くなっている。なお、ここでいう一次シ
ールとは、熱融着させていない状態の熱収縮性多層フィルムの一端をシールすることを意
味し、一次シール部とは、一次シールした部分のことを意味する。
【００２３】
　ここで、シールする方法としては、例えば、ヒートシール又はインパルスシール等によ
って熱収縮性多層フィルム同士が重なった部分を熱融着する方法がある。
【００２４】
　また、上述の熱収縮性多層フィルムに一次シールすることによって得られる包装材料と
しては、例えば、底シールバッグ及びサイドシールバッグ等がある。
【００２５】
　底シールバッグは、樹脂積層体を管状ダイからフィルム状に押し出し、インフレーショ
ン法により二軸延伸することで得られた管状の熱収縮性多層フィルムを折りたたみ、当該
管状の熱収縮性多層フィルムに対し、フィルム状に押し出した押出方向に垂直な方向にヒ
ートシール又はインパルスシール等によって一次シールして袋の底シール部を形成し、底
シール部の位置と、当該押出方向において異なる位置で、当該押出方向に垂直な方向に当
該フィルムをカットして、袋の開口部を形成することで得られる。
【００２６】
　サイドシールバッグは、上述の管状の熱収縮性多層フィルムに対し、当該押出方向に垂
直な方向にヒートシール又はインパルスシール等によって一次シールして袋のサイドシー
ル部（バッグ側面）を形成し、当該押出方向に平行な方向に当該フィルムをカットして、
袋の開口部を形成することで得られる。
【００２７】
　以下に、本実施形態に係る熱収縮性多層フィルムの好適な使用態様について、図１及び
図２を用いて具体的に説明する。
【００２８】
　図１は、フィルムの余剰部分（以下、「耳部」と記載する）３をほとんど残さずに生肉
（充填物）２を包装した包装体１を熱収縮したものを模式的に示す図である。
【００２９】
　図２は、フィルムの余剰部分（耳部）１３が大きく存在するように焼き豚等の加工肉１
２を包装した包装体１１を熱収縮したものを模式的に示す図である。
【００３０】
　図１に示すように、生肉２を包装している熱収縮後の包装体１の耳部３は、生肉２の端
部以外にはほとんどない。このような、包装体１に用いられる熱収縮性フィルムは、生肉
２の輪郭に沿うように、熱収縮する形態として用いられる。つまり、図１の包装体１に用
いられる熱収縮性フィルムには、高温下で高い面積収縮率を有していることが求められて
いる。
【００３１】
　一方、図２に示すような加工肉１２を包装している熱収縮後の包装体１１では、耳部１
３は、図１の包装体１の耳部３に比べて大きい。また充填物の表面に対するフィルムの密
接度は、図１に示す包装体１のような生肉の包装体１の度合ほどには必要としない。すな
わち、図２に示すような包装形態に用いられるフィルムは、図１に示す包装体１に用いら
れる熱収縮性フィルムほどには、高温下での高い面積収縮率は求められていない。そのた
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め、図２に示す包装体１１に用いられるフィルムとしては、例えば、特許文献２及び３に
記載されているような、バリア層にエチレン－ビニルアルコール共重合体（ＥＶＯＨ）を
含むフィルムが用いられている。
【００３２】
　ここで、本実施形態に係る熱収縮性多層フィルムは、バリア層に塩化ビニリデン系樹脂
を含んでおり、バリア層にＥＶＯＨを含むフィルムに比べて高温下で高い面積収縮率を有
している。そのため、本実施形態に係る熱収縮性多層フィルムは、図１に示すような包装
体１を形成するフィルムに好適に用いられる。
【００３３】
　ここで、本実施形態において、一次シール部が剥がれないだけのシール強度があるとは
、具体的には、８０℃の熱水中で自然収縮させた一次シール部の最大点強度及び最大点エ
ネルギーが好ましい範囲にあることを指す。ここで、最大点強度とは、８０℃の熱水中で
自然収縮させた一次シール部をシール部が破断するまで引張荷重を加えたときの最大荷重
(Ｎ/１５ｍｍ)のことを意味する。また、最大点エネルギーとは、最大点強度までに一次
シール部に加えられたエネルギー(Ｊ)のことを意味する。
【００３４】
　最大点強度としては、２．０Ｎ／１５ｍｍ以上５．０Ｎ／１５ｍｍ以下であることが好
ましく、２．０Ｎ／１５ｍｍ以上４．５Ｎ／１５ｍｍ以下であることがより好ましく、２
．１Ｎ／１５ｍｍ以上４．０Ｎ／１５ｍｍ以下であることがさらに好ましい。
【００３５】
　また、最大点エネルギーとしては、０．０１３Ｊ以上０．２０Ｊ以下であることが好ま
しく、０．０１５Ｊ以上０．１８Ｊ以下であることがより好ましく、０．０１７Ｊ以上０
．１６Ｊ以下であることがさらに好ましい。
【００３６】
　なお、高温における一次シール部のシール強度は、例えば、熱収縮性多層フィルムを一
次シールした包装材料に内容物を充填した後、真空シールした充填試験用サンプルを８０
℃に加熱した熱水槽に３秒間浸漬し、２℃の冷水槽に１０秒間浸漬した後、一次シール部
の破れの有無を確認することでも確かめることができる。この場合、例えば、サンプルを
３つ用意し、３回試験を行ったとき、１つも一次シール部で袋が破れなかったら、一次シ
ール部のシール強度が十分に高いとみなすことができる。
【００３７】
　また、本実施形態に係る熱収縮性多層フィルムの面積収縮率としては、８０℃の熱水中
に１０秒間浸漬した際に、５５％以上９０％以下であることが好ましく、６０％以上９０
％以下であることがより好ましく、６１％以上８８％以下であることがさらに好ましい。
なお、ここでいう面積収縮率は［１－（収縮後の熱収縮性多層フィルムの縦方向（ＭＤ）
の長さ×収縮後の横方向（ＴＤ）の長さ）／（収縮前のＭＤの長さ×収縮前のＴＤの長さ
）］×１００のことを指す。
【００３８】
　８０℃の熱水中に１０秒間浸漬した際の面積収縮率が５５％以上であることにより、熱
収縮性多層フィルムの内表面層と、当該熱収縮性多層フィルムに充填した充填物とを密着
させることで、食肉包装体におけるドリップの流出量を低減することができる。また、面
積収縮率が９０％以下であることにより、熱収縮性多層フィルムが過度に収縮せず、充填
物を締め付ける圧迫作用によりドリップの流出を促進しない。そのため、できるだけ充填
物を圧迫せずに熱収縮性多層フィルムと充填物とを密着させることができ、ドリップの流
出量を低減することができる。
【００３９】
　また、本実施形態に係る熱収縮性多層フィルムは、８０℃の熱水に浸漬し、収縮させた
後の外観も優れる。外観が優れるとは、例えば、８０℃熱水に収縮させた後のＨａｚｅ（
フィルムの曇り度）が低いことを意味する。Ｈａｚｅの値が小さいほど透明性に優れ、値
が大きいほど、透明性が悪いことを意味する。
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【００４０】
　収縮後の熱収縮性多層フィルムのＨａｚｅは、３５％以下であることが好ましく、３３
％以下であることがより好ましく、３０％以下であることがさらに好ましい。
【００４１】
　ここで、収縮後の熱収縮性多層フィルムのＨａｚｅの測定方法としては、８０℃の熱水
に熱収縮性多層フィルムを１０秒間浸漬した後取り出し、直ちに常温の水で冷却し、得ら
れた収縮したフィルムをＪＩＳ Ｋ ７１３６：２０００「プラスチック－透明材料のヘー
ズの求め方」に記載された方法に準拠して、ヘーズメーター（日本電色工業社製　Ｈａｚ
ｅ　Ｍｅｔｅｒ　ＮＤＨ２０００）を使用することで測定することができる。
【００４２】
　なお、本実施形態に係る熱収縮性多層フィルムに内容物を充填した包装体の外観は、充
填物が熱収縮性多層フィルムに密着しているか否か等を見ることによって測定することが
できる。
【００４３】
　また、本実施形態に係る熱収縮性多層フィルムは、収縮前におけるＨａｚｅも小さく、
外観に優れる。
【００４４】
　収縮前の熱収縮性多層フィルムのＨａｚｅは、１５％以下であることが好ましく、１０
％以下であることがより好ましく、８％以下であることがさらに好ましい。
【００４５】
　ここで、収縮前の熱収縮性多層フィルムのＨａｚｅの測定方法としては、常温で収縮前
の熱収縮性多層フィルムを、上述と同様に、ＪＩＳ Ｋ ７１３６：２０００「プラスチッ
ク－透明材料のヘーズの求め方」に記載された方法に準拠して、ヘーズメーター（日本電
色工業社製　Ｈａｚｅ　Ｍｅｔｅｒ　ＮＤＨ２０００）を使用することで測定することが
できる。
【００４６】
　また、収縮前の熱収縮性多層フィルムは、耐寒シール強度にも優れる。耐寒シール強度
がどのくらい優れるかについては、例えば、５℃下でのシール部に対する落球試験を行う
ことで確かめることができる。当該落球試験は、生肉を充填する５℃前後での場所におい
て、底シールバッグのユーザーが、５ｋｇの生肉を勢いよく底シールバッグに落として充
填した際に、生肉の重みで底シールバッグの一次シール部が破れてしまうかどうかを確認
するための試験である。
【００４７】
　以下に、５℃下でのシール部に対する落球試験の手順（１）～（６）について具体的に
説明する。
【００４８】
　（１）まず、収縮前の熱収縮性多層フィルムから作成した１０個の試験用底シールバッ
グを、５℃の冷蔵室内で２４時間保管する。
【００４９】
　（２）次に、５℃の冷蔵室内で底シールバッグの開口部を上に向け、一次シール部の中
央部分が、冷蔵室の床から高さ３０ｃｍの位置となるように、底シールバッグを宙吊りに
して固定する。
【００５０】
　（３）次に、冷蔵室の床から１００ｃｍ（一次シール部の中央部分から７０ｃｍ）の高
さから、重さ５．５ｋｇのボーリングの球を一次シール部に自然落下させる。
【００５１】
　（４）一次シールが破れた場合は、「シール破れ有り」とする。一次シール部が破れな
かった場合は、続けてボーリングの球を一次シール部に落下させる。５回繰り返しても一
次シール部が破れなかった場合は、「シール破れ無し」とする。
【００５２】
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　（５）「シール破れ有り」、又は、「シール破れ無し」と判定した場合は、底シールバ
ッグにボーリングの球を落下させるのをやめ、別の底シールバッグに取り替え、手順（２
）～（４）を行う。このようにして、１０個の試験用底シールバッグそれぞれに対し、手
順（２）～（４）を行う。
【００５３】
　（６）シール破れ個数が１０個中３個以下である場合、収縮前の熱収縮性多層フィルム
は、耐寒シール強度に優れると判断できる。シール破れ個数が２個以下であれば、耐寒シ
ール強度により優れ、シール破れ個数が１個以下であれば、耐寒シール強度にさらに優れ
る。
【００５４】
　本実施形態に係る収縮前の熱収縮性多層フィルム、例えば、外側から内側へ順に、ＶＬ
ＤＰＥ／ＥＶＡ／ＥＭＡ／ＰＶＤＣ／ＥＭＡ／ＥＶＡ／１４重量％ＥＶＡをそれぞれ各層
に含む層構成の収縮前の熱収縮性多層フィルムによれば、１０個中１個もシール破れが起
こらない。
【００５５】
　一方、本実施形態に係るフィルム以外の収縮前のフィルム、例えば、外側から内側へ順
に、直鎖状超低密度ポリエチレン（ＳＳＣ－ＶＬＤＰＥ）／ＥＶＡ－１（予め有機系滑材
が添加されているＥＶＡ）／エチレン－アクリル酸エチル共重合体（ＥＥＡ）／塩化ビニ
リデン系樹脂（ＰＶＤＣ）／ＥＥＡ／ＥＶＡ－２（滑材が添加されていないＥＶＡ）／Ｉ
Ｏ（アイオノマー樹脂）をそれぞれ各層に含む層構成の収縮前のフィルムである場合、１
０個中７個のシール破れが起こる。
【００５６】
　以上のことから、本実施形態に係る収縮前の熱収縮性多層フィルムは、他の収縮前のフ
ィルムに比べて明らかに耐寒シール強度に優れる。
【００５７】
　本実施形態に係る熱収縮性多層フィルムは、充填物に接する内表面層及びバリア層を含
めばよいが、内表面層、バリア層、及び、内表面層とバリア層との間にある中間層の少な
くとも３層を含むことが好ましい。また、必要に応じて、バリア層の外側に接する外層、
熱収縮性多層フィルムのうちの最も外側にある最外層、及び、各層同士を接着する接着層
等を有していてもよい。内表面層、バリア層及び中間層の少なくとも３層を含むことによ
り、包装材料として適するという効果がある。
【００５８】
　また、熱収縮性多層フィルムの厚さとしては、フィルムの種類によっても異なるが、通
常は５μｍ以上３００μｍ以下であり、２０μｍ以上１５０μｍ以下であることが好まし
い。また、フィルムが３層以上の多層で形成される場合には各層は、０．１μｍ以上２０
０μｍ以下が好ましく、０．５μｍ以上１００μｍ以下がより好ましい。以下、本実施形
態に係る熱収縮性多層フィルムを構成する、それぞれの層について詳細に説明する。
【００５９】
　　　〔内表面層〕
　本実施形態に係る熱収縮性多層フィルムに含まれる内表面層は、充填物に接する層であ
る。
【００６０】
　内表面層は、エチレンに由来する構造単位と、酢酸ビニルに由来する構造単位（以下、
酢酸ビニル単量体単位という）とを有する共重合体である、エチレン－酢酸ビニル共重合
体（ＥＶＡ）を含む。ＥＶＡにおける酢酸ビニル単量体単位の含有量は、７重量％以上１
４重量％以下であり、８重量％以上１４重量％が好ましく、１０重量％以上１４重量％以
下がより好ましい。酢酸ビニル単量体単位の含有量が７重量％以上であることにより、面
積収縮率が十分に高くなり、熱収縮性多層フィルム製造時に押出しすることができる。酢
酸ビニル単量体単位の含有量が１４重量％以下であることにより、熱水中の一次シール部
のシール強度が十分に高くなり、高温でも一次シール部が剥がれてしまう虞がない。
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【００６１】
　〔中間層〕
　中間層は、充填物に接する内表面層に隣接しており、内表面層とバリア層との間にある
層である。中間層は、一層構造であっても多層構造であってもよい。
【００６２】
　中間層を構成する樹脂としては、一般的な樹脂であれば特に限定されるものではなく、
例えば、直鎖状低密度ポリエチレン（ＳＳＣ－ＬＬＤＰＥ）、ＳＳＣ－ＶＬＤＰＥ、エチ
レン－αオレフィン共重合体（前述のＳＳＣ－ＬＬＤＰＥ及びＳＳＣ－ＶＬＤＰＥに該当
するものを除く）、ＥＶＡ、ＥＡＡ、エチレン－アクリル酸メチル共重合体(ＥＭＡ)、エ
チレン－アクリル酸エステル共重合体、エチレン－メタクリル酸共重合体（ＥＭＡＡ）、
エチレン－メタクリル酸エステル共重合体、ＩО、及び、エチレン－メタクリル酸－アク
リル酸エステル共重合体等が挙げられる。また、中間層は、高温で高い面積収縮率を確保
することができる柔軟な樹脂であって、熱収縮性多層フィルムにあまり影響がないという
観点から、ＥＶＡ、ＩＯ、ＥＭＡＡ及びＥＭＡ等が好ましく、ＥＶＡ及びＥＭＡ等がより
好ましい。これらの中間層を構成する樹脂は、それぞれ単独で、あるいは２種以上をブレ
ンドして用いることができる。
【００６３】
　中間層の厚みは、内表面層の厚みの１．４倍以下であることが好ましく、１．２倍以下
であることがより好ましく、１．０倍以下であることがさらに好ましい。内表面層と、中
間層とバリア層とを含む熱収縮性多層フィルムの延伸性は、中間層と、内表面層とのバラ
ンスが重要な因子である。中間層は一般的に柔軟な樹脂が多いため、割合が増えると延伸
が進みインフレーションバブルを不安定にする。そこで、中間層の厚みが内表面層の厚み
の１．４倍以下であることにより、適度に延伸することができ、製造が容易になる。つま
り、延伸時のインフレーションバブルが安定するという効果がある。
【００６４】
　〔バリア層〕
　バリア層は熱収縮性多層フィルムにおいて、ガスバリア性の機能を有するものである。
【００６５】
　本実施形態において、バリア層一層構造であっても多層構造であってもよく、少なくと
も１つのバリア層が塩化ビニリデン系樹脂（ＰＶＤＣ）であればよい。ＰＶＤＣとは、一
般に６５重量％以上９５重量％以下の塩化ビニリデンと、これと共重合可能な不飽和単量
体の少なくとも一種５重量％以上３５重量％以下との共重合体である。共重合可能な不飽
和単量体としては、例えば、塩化ビニル及び(メタ)アクリル酸メチル等の(メタ)アクリル
酸アルキルエステル等が挙げられる。ＰＶＤＣには、必要に応じて、ＥＶＡ等のポリオレ
フィン系樹脂、可塑剤及び安定剤等を添加してもよい。
【００６６】
　バリア層としては、ＰＶＤＣ以外では、例えば、ＥＶＯＨ及びポリアミド系樹脂等を挙
げることができる。これらの中でも、特に高温で高い面積収縮率を付与することができる
という観点からＰＶＤＣが好ましい。
【００６７】
　バリア層の厚さとしては、例えば、１μｍ以上２０μｍ以下であることが好ましく、３
μｍ以上１５μｍ以下であることがより好ましく、４μｍ以上１０μｍ以下であることが
さらに好ましい。上述の好ましい範囲にあることにより、剛性の高いＰＶＤＣを含むバリ
ア層が十分な厚さとなるため、８０℃の熱水中で自然収縮させた一次シール部の最大点強
度及び最大点エネルギーが十分に高くなる。すなわち、熱収縮性多層フィルムの一次シー
ル部が剥がれないだけの十分なシール強度を得ることができる。
【００６８】
　〔その他の層〕
　本実施形態に係る熱収縮性多層フィルムは、内表面層、中間層及びバリア層以外にも、
その他の層をさらに有していてもよい。その他の層としては、バリア層の外側に隣接する
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外層、外層の外側に隣接する最外層、及び、各層同士を接着する接着層が挙げられる。な
お、接着層は、層と層との間に適宜設けることができる。
【００６９】
　その他の層を構成する樹脂としては、一般的な樹脂であれば特に限定されるものではな
く、例えば、超低密度ポリエチレン（ＶＬＤＰＥ）、低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）
、高密度ポリエチレン、ＳＳＣ－ＬＬＤＰＥ及びポリプロピレン等のポリオレフィン；ナ
イロン６、ナイロン６６、ナイロン４６、ナイロン６－６６、ナイロンＭＸＤ及びナイロ
ン６Ｉ６Ｔ（但し、Ｉはイソフタル酸、Ｔはテレフタル酸を表す）等のポリアミド；ポリ
エチレンテレフタレート、及び、イソフタル酸とエチレンテレフタレートとの共重合体で
ある共重合ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル；エチレン－アクリル酸メチル
共重合体；ＰＶＤＣ；ＥＶＯＨ；ＥＶＡ；並びにアイオノマー等が挙げられる。
【００７０】
　また、適宜設けることが可能な接着層は、ＰＶＤＣ等を含むバリア層とその他の樹脂層
との間、ポリオレフィン系樹脂層同士の間等に用いることも可能であり、中間層とバリア
層との間にさらに設けてもよい。接着層を形成する樹脂としては、例えば、エチレン－ア
クリル酸エステル共重合体等が挙げられる。
【００７１】
　なお、熱収縮性多層フィルムを構成する層には、樹脂以外の成分が含まれていてもよい
。樹脂以外の成分としては、各種の添加剤が挙げられ、例えば滑剤、防曇剤、酸化防止剤
、紫外線吸収剤、光安定剤、帯電防止剤、アンチブロッキング剤、染料及び顔料等が挙げ
られる。
【００７２】
　本実施形態に係る熱収縮性多層フィルムの層構成は、内表面層がＥＶＡを含み、バリア
層がＰＶＤＣを含み、ＥＶＡにおける酢酸ビニル単量体単位の含有量が７重量％以上１４
重量％以下であれば、特に限定されない。外表面を構成する層から、食肉等の充填物と接
触する層（内表面層）へ順に記載すると、例えば、ＶＬＤＰＥ／ＥＶＡ／エチレン－メチ
ルアクリレート共重合体（ＥＭＡ）／ＰＶＤＣ／ＥＶＡをそれぞれ各層に含む層構成の熱
収縮性多層フィルム、ＶＬＤＰＥ／ＥＶＡ／ＥＭＡ／ＰＶＤＣ／ＥＭＡ／ＥＶＡ／ＥＶＡ
をそれぞれ各層に含む層構成の熱収縮性多層フィルム、ＥＶＡ／ＰＶＤＣ／ＥＶＡをそれ
ぞれ各層に含む層構成の熱収縮性多層フィルム、及び、ナイロン／ＥＶＡ／ＰＶＤＣ／Ｅ
ＶＡをそれぞれ各層に含む層構成の熱収縮性多層フィルム等が挙げられる。
【００７３】
　　　〔充填物〕
　充填物は、本実施形態に係る熱収縮性多層フィルムに包装されるものである。本実施形
態において、充填物としては、例えば、畜産肉等の食肉が挙げられ、より具体的には、牛
、豚、羊及び鳥（例えば鶏、七面鳥及び鴨）等の肉が挙げられる。
【００７４】
　それぞれの食肉の形状は問わないが、例えば牛肉、豚肉又は羊肉の場合、カット（枝肉
から切断した５ｋｇ以上１５ｋｇ以下の肉塊）、ブロック（枝肉から切断した５ｋｇ未満
の肉塊）、スライス及びミンチ等が挙げられ、鳥肉の場合、ホール（頭部、羽根及び内臓
を除去したもの）、ブロック、スライス並びにミンチ等が挙げられる。
【００７５】
　＜熱収縮性多層フィルムの製造方法＞
　本実施形態に係る熱収縮性多層フィルムは、各層を形成するための樹脂を複数の押出機
でそれぞれ溶融押出しした後、溶融された樹脂を環状ダイ等に導入して共押出しし、公知
の方法で延伸して製造する。
【００７６】
　溶融押出しするときの温度は、各層に含まれる樹脂が溶融する温度以上であり、熱分解
する温度未満であれば特に限定されず、任意の温度を取ることができるが、例えば、内表
面層を形成するためのＥＶＡの場合、１００℃以上２００℃以下であることが好ましく、
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１１０℃以上１８５℃以下であることがより好ましい。中間層を形成するための樹脂の場
合、１００℃以上１９５℃以下であることが好ましく、１１０℃以上１８５℃以下である
ことがより好ましい。バリア層を形成するための樹脂の場合、１３０℃以上１７５℃以下
であることが好ましく、１４０℃以上１６５℃以下であることがより好ましい。
【００７７】
　環状ダイで共押出しする温度としては、１５５℃以上１９０℃以下であることが好まし
く、１６５℃以上１８０℃以下であることがより好ましい。
【００７８】
　共押出しして得られた環状体は、水浴中で冷却される。冷却温度としては、各層を構成
する樹脂の融点以下であり、バリア層を構成するためのＰＶＤＣの冷却温度としては、結
晶化を抑えることができる温度であればよく、例えば、３℃以上２０℃以下であることが
好ましく、５℃以上１５℃以下であることがより好ましい。
【００７９】
　また、水浴中で冷却した後の環状体を、延伸前又は後で、公知の方法により、放射線を
照射してもよい。このような形態により、各層に含まれる樹脂同士を架橋させることによ
って、延伸性、耐熱性及び機械的強度等を未照射のものに比べて向上させることができる
。
【００８０】
　放射線としては、α線、β線、電子線、γ線及びＸ線等公知の放射線を使用することが
できるが、照射前後での架橋効果の観点から、電子線及びγ線が好ましく、なかでも電子
線が、熱収縮性多層フィルムを製造する上での作業性及び生産能力の高さ等の点でより好
ましい。放射線の放射条件は、目的とする用途に応じて、適宜設定すればよく、一例を挙
げるならば、電子線の場合は、加速電圧が１５０以上５００キロエレクトロンボルト（以
下、「ｋｅＶ」と記載する）以下の範囲、照射線量が１０以上２００キログレイ（以下、
「ｋＧｙ」と記載する）以下の範囲が好ましく、γ線の場合は、線量率が０．０５以上３
ｋＧｙ／時間の範囲が好ましい。
【００８１】
　また、冷却後の環状体又は電子線照射後の環状体を加熱した後、冷却しながら延伸する
。
【００８２】
　加熱は、例えば、温水中を通過させる等によって行い、延伸する。再加熱の温度として
は、延伸性の観点から、８５℃以上８９℃以下であることが好ましく、８５℃以上８７℃
以下であることがより好ましい。
【００８３】
　加熱により延伸した管状体は、所定のサイズに止めて、インフレーションバブルを安定
させるため、冷却する。冷却温度としては、６℃以上１４℃以下であることが好ましく、
８℃以上１２℃以下であることがより好ましい。
【００８４】
　延伸工程において、延伸する方法としては、管状体の内部に流体を入れながら当該管状
体を垂直方向に引き出すインフレーション法を用いる。一軸延伸又は二軸延伸によって製
造することが好ましい。
【００８５】
　一軸又は二軸延伸を適当に行うことにより、熱収縮性多層フィルムの面積収縮率を上述
の好ましい範囲とすることができる。また、一般的には二軸延伸すると、分子が配向する
ので、透明性、バリア性及び強度の観点から二軸延伸することがより好ましい。
【００８６】
　延伸倍率としては、特に限定されないが、縦方向（ＭＤ）の延伸倍率としては、２．５
倍以上４．０倍以下であることが好ましく、２．７倍以上３．８倍以下であることがより
好ましい。また、横方向（ＴＤ）の延伸倍率としては、２．６倍以上３．８倍以下である
ことが好ましく、２．８倍以上３．６倍以下であることがより好ましい。
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【００８７】
　なお、一般に延伸された熱収縮性多層フィルムは、延伸する際にかけた温度を超える熱
量がかかると収縮する。熱収縮性多層フィルムの収縮率は、熱収縮性多層フィルムを構成
する材料だけではなく、延伸倍率等の製造条件によっても適宜調整することができる。
【００８８】
　以下に実施例を示し、本発明の実施の形態についてさらに詳しく説明する。もちろん、
本発明は以下の実施例に限定されるものではなく、細部については様々な態様が可能であ
ることは言うまでもない。また、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、
請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、それぞれ開示された技術的手段を適宜組
み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、本明細書
中に記載された文献の全てが参考として援用される。
【実施例】
【００８９】
　本発明の実施例及び比較例に用いられる熱収縮性多層フィルムにおける各層の樹脂材料
を以下に示す。
【００９０】
　（樹脂材料）
（１）ＥＶＡ
　実施例及び比較例における、内表面層を形成するのに使用したＥＶＡのサンプルについ
て、以下の表１に示す。
【００９１】
　なお、表１における酢酸ビニル含有量とは、ＥＶＡにおける酢酸ビニル単量体単位の含
有量のことを指す。
【００９２】
【表１】

【００９３】
（２）ＶＬＤＰＥ
　最外層に、プライムポリマー（株）製のモアテックＶ０３９８ＣＮのＶＬＤＰＥを使用
した。
（３）ＰＶＤＣ
　バリア層に、クレハ(株)製のＰＶＤＣ樹脂クレハロンＦＢ－１２のＰＶＤＣを使用した
。
（４）ＥＭＡ
　接着層に、三井・デュポンポリケミカル（株）製のエルバロイ１２１８ＡＣ（密度：０
．９４ｇ／ｃｍ３、融点：９４℃）とエルバロイ１２０９ＡＣ（密度：０．９２７ｇ／ｃ
ｍ３、融点：１０１℃）とを重量比３３：６７で混合した樹脂のＥＭＡを使用した。
（５）その他のＥＶＡ
　外層及び中間層に、ＴＰＩ　Ｐｏｌｅｎｅ（株）製のＰｏｌｅｎｅ　Ｎ８０３８Ｆ及び
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Ｐｏｌｅｎｅ　Ｎ８０３６の、その他のＥＶＡ（以下、単に「ＥＶＡ」と記載する）を使
用した。
【００９４】
　＜実施例１＞
　実施例１では、内表面層に、表１における１４重量％ＥＶＡを使用した。
【００９５】
　積層体の構成としては、外側から内側へ順に、括弧内に示す厚み（単位：μｍ）のＶＬ
ＤＰＥ（２．０）／ＥＶＡ（２４）／ＥＭＡ（１．５）／ＰＶＤＣ（７）／ＥＭＡ（１．
５）／ＥＶＡ（９．５）／１４重量％ＥＶＡ（９．５）をそれぞれ各層に含む層構成とし
た。当該層構成の熱収縮性多層フィルムとなるように、各樹脂を複数の押し出し機でそれ
ぞれ溶融押出しした。溶融押出しされた樹脂を環状ダイに導入し、上述の層構成となるよ
うに溶融接合し、共押出し加工を行った。ダイ出口から流出した温度１８０℃の溶融環状
体を水浴中で１０℃に冷却し、扁平幅約１３７ｍｍの扁平環状体とした。次に、得られた
扁平環状体を加速電圧２７５ＫｅＶの電子線照射装置の中で扁平環状体の外側から電子線
を照射して１００ｋＧｙの照射線量を与え、最外層のＶＬＤＰＥとその内側のＥＶＡとを
架橋させた。この扁平環状体を約８６℃の温水中を通過させながら加熱した後、管状体と
した。この管状体を１０℃のエアリングを用いて冷却しながらインフレーション法により
縦方向（ＭＤ）に３．５倍、横方向（ＴＤ）に３．１倍の延伸倍率で同時に二軸延伸して
、扁平巾約４２４ｍｍの環状二軸延伸フィルム（熱収縮性多層フィルム）を得た。
【００９６】
　得られた熱収縮性多層フィルムを製袋機にて、折幅４２４ｍｍ、長さ８００ｍｍにカッ
トした底シールバッグを作製した。
【００９７】
　＜実施例２＞
　内表面層に、表１における１４重量％ＥＶＡの代わりに、１３重量％ＥＶＡに変更した
以外は、実施例１と同様に熱収縮性多層フィルムを得た。
【００９８】
　ここで、１３重量％ＥＶＡとは、ＥＶＡにおける酢酸ビニル単量体単位の含有量が１３
重量％となるように、ウルトラセン６３０（東ソー(株)製）と表１に記載した１０重量％
ＥＶＡ（ウルトラセン５４０（東ソー（株）製））とを重量比６０：４０で混合したもの
である。
【００９９】
　＜実施例３＞
　内表面層に、表１における１４重量％ＥＶＡの代わりに、１２重量％ＥＶＡに変更した
以外は、実施例１と同様に熱収縮性多層フィルムを得た。
【０１００】
　ここで、１２重量％ＥＶＡとは、ＥＶＡにおける酢酸ビニル単量体単位の含有量が１２
重量％となるように、表１における１４重量％ＥＶＡと、１０重量％ＥＶＡとを重量比５
０：５０で混合したものである。
【０１０１】
　＜実施例４＞
　内表面層に、表１における１４重量％ＥＶＡの代わりに、１０重量％ＥＶＡに変更した
以外は、実施例１と同様に熱収縮性多層フィルムを得た。
【０１０２】
　＜実施例５＞
　内表面層に、表１における１４重量％ＥＶＡの代わりに、８重量％ＥＶＡに変更した以
外は、実施例１と同様に熱収縮性多層フィルムを得た。
【０１０３】
　＜比較例１＞
　内表面層に、表１における１４重量％ＥＶＡの代わりに、１５重量％ＥＶＡに変更した
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以外は、実施例１と同様に熱収縮性多層フィルムを得た。
【０１０４】
　＜比較例２＞
　内表面層に、表１における１４重量％ＥＶＡの代わりに、１６重量％ＥＶＡに変更した
以外は、実施例１と同様に熱収縮性多層フィルムを得た。
【０１０５】
　＜比較例３＞
　内表面層に、表１における１４重量％ＥＶＡの代わりに、５重量％ＥＶＡに変更した以
外は、実施例１と同様に熱収縮性多層フィルムを得た。
【０１０６】
　＜比較例４＞
　内表面層に、表１における１４重量％ＥＶＡの代わりに、１９重量％ＥＶＡに変更した
以外は、実施例１と同様に熱収縮性多層フィルムを得た。
【０１０７】
　＜熱収縮性多層フィルムの諸特性の評価＞
　以下、実施例１～５及び比較例１～４で作製した熱収縮性多層フィルムの諸特性の評価
方法及び評価結果を示す。
【０１０８】
　〔８０℃熱水中の一次シール部のシール強度の評価〕
　製袋した熱収縮性多層フィルムの一次シール部を巾１５ｍｍ、長さ１００ｍｍに切り測
定用チャックに固定し、８０℃の熱水中で１０秒間自由収縮させた後、直ちに熱水中で引
張り、８０℃熱水中の一次シール部のシール強度を測定した。測定機械及び測定条件は、
以下の通りである。
（測定機械）オリエンテック（株）製　テンシロンＲＴＧ－１２１０　
（測定条件）チャック間距離：２０ｍｍ　引張り速度：３００ｍｍ／ｍｉｎ
　測定した一次シール部のシール強度を、表２に示すように最大点強度及び最大点エネル
ギーとして求めた。
【０１０９】
　最大点強度について、以下の基準で評価した。結果を表２に示す。
○：最大点強度が２．０（Ｎ）以上
×：最大点強度が２．０（Ｎ）未満
　また、最大点エネルギーについて、以下の基準で評価した。
○：最大点エネルギーが０．０１５（Ｊ）以上
×：最大点エネルギーが０．０１５（Ｊ）未満
　なお、最大点強度及び最大点エネルギーの値は、表２の括弧内の数値として記載してい
る。
【０１１０】
　〔収縮後の熱収縮性多層フィルムのＨａｚｅの評価〕
　熱収縮性多層フィルムを８０℃に調整した熱水に１０秒間浸漬した後取り出し、直ちに
常温の水で冷却した。
【０１１１】
　収縮後のフィルムを、ＪＩＳ　Ｋ　７１３６：２０００「プラスチック－透明材料のヘ
ーズの求め方」に記載された方法に準拠して、ヘーズメーター（日本電色工業社製　Ｈａ
ｚｅ　Ｍｅｔｅｒ　ＮＤＨ２０００）を使用し、フィルムの曇り度（Ｈａｚｅ　単位：％
）を測定した。
【０１１２】
　収縮後の熱収縮性多層フィルムのＨａｚｅについて、以下の基準で評価した。結果を表
２に示す。
○：Ｈａｚｅが３５％以下
×：Ｈａｚｅが３５％よりも大きい
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　なお、収縮後の熱収縮性多層フィルムのＨａｚｅの値は、表２の括弧内の数値として記
載している。
【０１１３】
　〔面積収縮率の評価〕
　熱収縮性多層フィルムの面積収縮率を以下の方法で測定した。
【０１１４】
　１００ｍｍ（縦方向：ＭＤ）×１００ｍｍ（横方向：ＴＤ）に切り出した熱収縮性多層
フィルムを、８０℃の熱水中に１０秒浸漬した後、取り出し、常温の水中で冷却した。
【０１１５】
　浸漬し、冷却した後の熱収縮性多層フィルムについて、ＭＤの長さ及びＴＤの長さを定
規で測定し、浸漬前のＭＤの長さ及びＴＤの長さから、ＭＤの収縮率及びＴＤの収縮率を
それぞれ求め、これを元に面積収縮率を算出した。
【０１１６】
　面積収縮率は［１－（収縮後のＭＤの長さ×収縮後のＴＤの長さ）／（収縮前のＭＤの
長さ×収縮前のＴＤの長さ）］×１００で求めた。
【０１１７】
　なお、面積収縮率について、以下の基準で評価した。結果を表２に示す。
○：面積収縮率が６０％以上、９０％以下
×：面積収縮率が６０％未満又は９０％よりも大きい
　なお、面積収縮率の値は、表２の括弧内の数値として記載している。
【０１１８】
　〔充填試験による一次シール部のシール強度の評価〕
　約５ｋｇの牛もも肉を、各包装袋状の熱収縮性多層フィルムに充填し、包装体とした後
、真空シールし、充填試験用サンプルを準備した。準備した充填試験用サンプルを８０℃
に加熱した熱水槽に３秒浸漬した。その後、２℃の冷水槽に１０秒浸漬した後、シール部
分の破れの有無を確認した。各実施例及び各比較例で、それぞれサンプルを３つずつ用意
し、それぞれ３回試験を行った。
【０１１９】
　充填試験による一次シール部のシール強度について、以下の基準で評価した。結果を表
２に示す。
○：１つも一次シール部で袋が破れなかった
×：１つ以上一次シール部で袋が破れた
　〔包装体の外観の評価〕
　充填試験で得られた熱収縮後の包装体の外観について、以下の基準で評価した。結果を
表２に示す。
○：牛もも肉に熱収縮性多層フィルムが密着し、熱収縮性多層フィルムにたるみがない
△：牛もも肉のくぼんでいる部分で熱収縮性多層フィルムが皺上にたるんでいる
－：包装袋がシール部分で破れ、評価できなかった
　〔熱収縮性多層フィルムの製造性の評価〕
　熱収縮性多層フィルムの製造性について、以下の基準で評価した。結果を表２に示す。
○：安定して押出、延伸、巻取りができる
△：延伸するために管状体を加熱した際に、管状体の内表面層同士が融着し、上手く延伸
できない
×：インフレーションバブルが不安定で、上手く延伸できない
【０１２０】
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【表２】

【産業上の利用可能性】
【０１２１】
　本発明は、食肉等の真空包装材用のフィルムとして利用することができる。
【符号の説明】
【０１２２】
　１、１１　包装体
　２　　　　生肉（充填物）
　３、１３　耳部
　１２　　　加工肉
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